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　平成３０年１０月２２日に開催されました三芳水道企業団議会定例会において，平成２９年度水道事業会計決算が認定されましたので，その概要を
お知らせします。
　経営状況につきましては，収入のうち，給水収益や関係市・県からの補助金などが減少したことにより，純損失となりました。
　平成３０年度より，水道料金の値上げを実施しましたが，給水区域内人口の減少や節水意識の向上に伴い水道料金収入は年々減少しており，
依然として厳しい経営状況であるため，より一層の経営改善とコストの縮減を推進し，健全な財政基盤の確立に努めてまいります。
収益的収支　水の浄化・配水や水道施設の維持管理・料金徴収にかかる経費とそれをまかなう水道料金収入や補助金などからなる会計で，主に

企業団の営業活動に関わる収入と支出の状況です。

資本的収支
水道施設の新設・改良・更新にかかる経費と，それを賄う補助金や企
業債などの収入からなる会計で，主に企業団の資産形成などにかかる収
入と支出の状況です。

平成２９年度の三芳水道企業団の経営平成２９年度の三芳水道企業団の経営

平成２９年度三芳水道企業団水道事業会計に係る資金不足比率の公表平成２９年度三芳水道企業団水道事業会計に係る資金不足比率の公表

収益的収入
2,019,021千円

収益的支出
2,019,306千円

給水収益（水道料金）67.45%

その他営業収益0.58%

支払利息4.08%

加入者負担金
1.11%

人件費
8.12%

光熱水費
材料費 路面復旧費

通信運搬費

動力費
1.82%

修繕費
3.51%

薬品費
1.47%

委託料
6.88%

長期前受金戻入益
5.66%

雑収益
特別利益

市補助金
12.96%

減価償却費
22.21%

受水費
47.62%

県補助金
12.20%

その他

収益的収入
科　目

給水収益（水道料金）
その他営業収益
加入者負担金
市補助金
県補助金
長期前受金戻入益
引当金戻入益
雑収益
特別利益

収益的収入　計

1,361,919,114
11,700,261
22,455,000
261,575,000
246,354,000
114,236,658

0
564,324
216,200

2,019,020,557

人件費
支払利息
減価償却費
動力費
光熱水費
通信運搬費
修繕費
材料費
薬品費
路面復旧費
委託料
受水費
その他
収益的支出　計

163,895,735
82,345,568
448,506,309
36,797,416
651,005
6,198,673
70,959,118
1,904,564
29,621,086
6,341,300

138,850,395
961,500,228
71,734,561

2,019,305,958

金　額 科　目 金　額
収益的支出

　三芳水道企業団の施設整備計画の基本方針等については，三芳
水道企業団水道事業地域水道ビジョンを定めています。このビジョンの
中には，安全で良質な水道水の安定的供給や，地震等の災害時であっ
ても一定量の水道水の供給を確保するとの基本理念があります。
　この基本理念に基づき計画を作成し，優先順位の高い箇所から事
業を実施しています。この計画に基づき行った，主な平成２９年度の施
設の更新工事の施工状況についてお知らせします。
　これら水道施設の更新や維持管理には，ばく大な費用がかかります。
水道料金収入だけでは賄いきれないため，企業団では，この費用の多
くを，「市町村・県・国庫補助金」や，国などからの借入金である「企業債」
で賄っています。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき資金不足比率
を公表します。三芳水道企業団は，平成２９年度決算に係る資金不足は
ありませんでした。
　また，三芳水道企業団監査委員から平成２９年度三芳水道企業団水
道事業会計経営健全化審査意見書の提出があり，資金不足比率につ
いては，経営健全化基準に比較して健全で，効率的な行財政運営に努
めた予算執行の成果であると判
断されました。今後も，健全な経
営に努めてまいります。

名　称

県道 88号富津館山線
外配水管布設替工事

南房総市
下滝田 812番地先
～同 983番地先

ダクタイル鋳鉄管（NS形）
 径 250mm 384.5m
ダクタイル鋳鉄管（NS形）
 径 75mm 10.8ｍ
耐衝撃性塩ビ管
 径 75mm　2.5ｍ

高圧受電設備設置工事
高圧気中負荷開閉器更新　
高圧受変電・配電盤更新　
高圧受電設備撤去

２号配水池耐震補強工事
コンクリート増打工 58.0㎥
せん断補強筋工　配管工事　

耐衝撃性塩ビ管
 径 75mm 100ｍ
（廃止 石綿管 径 75mm 100ｍ）

生活基盤施設耐震化等
補助金事業
増間浄水場配水池
耐震補強工事（その2）

南房総市
増間 523番地

市道南無谷 12号線
道路排水整備工事関連
配水管布設替工事（その2）
市道 4030 号線
給水管布設替工事

南房総市富浦町
南無谷 2266 番地先
～同 2260 番地先

長堰取水場受電設備
更新工事

館山市
山萩 330番地の1

場　所 工事の概要

主な施設更新工事

平成２９年度の更新工事について平成２９年度の更新工事について

比率名 平成 29年度 経営健全化基準

資金不足比率 該当なし（%） 20.0（％）

資本的収入
717,956,319千円

資本的支出
717,956,319千円

企業債
31.4%

建設改良費
54.05%

企業債償還金
45.95%

補助金
3.51%

出資金
3.53%

負担金
1.75%

補填財源

資本的収入
科　目

企業債
補助金
出資金
負担金
補填財源
資本的収入 計

225,500,000
25,209,000
25,376,000
12,594,546
429,276,773
717,956,319

建設改良費
企業債償還金

資本的支出 計

388,036,801
329,919,518

717,956,319

金　額 科　目 金　額
資本的支出

館山市波左間7番地先
～同 156番地先

給水管切替　10箇所
（廃止 石綿管 径 75mm 585ｍ）



三芳水道企業団のホームページをぜひご覧ください。水道に関するより詳しい情報が掲載されています。
ホームページアドレス　http://www.awa.or.jp/home/pww_344/

水道工事は館山市水道管工事協同組合加盟店へご用命下さい
誠意をもって対応します!!　組合事務所　電話0470-22-6382組合加盟店一覧

有料広告丸高石油㈱
㈱ユタカ設備工業所
㈲市川ポンプ店
㈲山﨑設備工業
㈲亀入ポンプ店
㈲高橋農機店
㈲杉山住宅設備
㈱商栄社

マサ設備工業
白幡興業㈱
㈲八幡電気
高尾設備工業㈱
㈱岡部建設
㈲伊勢庄商店
千葉精工エンジニアリング㈱
佐野ポンプ店

小金設備工業㈱
共和設備工業㈲
井上住設
㈲山本住設
㈲青木酸素商店
㈲ウェーブタカハシ
高木設備
堀川製作所

㈲真木商店
安房住宅設備機器㈲
㈲ダンレイメンテナンス
㈱佐久間総合設備
小谷設備

　報道などでも大きく取り上げられていましたが，人口減少に伴う水の需要の減少，水道施設の老朽化，深刻化する人材不足等の，
水道が直面する課題に対応し，水道の基盤強化を図るため，改正水道法が平成３０年１２月１２日公布されました。実際に運用（施
行）されるにはもう少し時間が必要ですが，その概要をお知らせします。
関係者の責務の明確化 ……………… 水道事業者は，水道の基盤を強化する施策を策定し推進するよう定められました。
広域連携の推進 ……………………… 国が定めた広域連携の推進を基に都道府県が広域連携など基盤の強化に積極的に関与でき

ることが定められました。
適切な資産管理の推進 ……………… 資産台帳の整備や施設耐震化，再構築などを進めるよう定められました。
官民連携の推進 ……………………… 地方公共団体が，水道事業者としての位置づけを維持しつつ，施設運営を民間事業者に設

定できる仕組みが導入されました。
指定給水装置工事事業者制度 ……… 指定工事店の指定に５年の更新制が導入されました。
　詳しい内容は，厚生労働省のホームページに掲載がありますが，企業団からも，ホームページなどでお知らせしていきます。

　毎年３月下旬から４月上旬は，転入転出等で引越しの多い時期となるため，次のとおり窓口を開設します。

 

ご家庭の水道設備（給水装置）のメンテナンスはお客様ご自身でお願いします
　ご家庭の給水装置はお客様の財産です。給水装置の管理
を適正に行わないと，水漏れや水の濁りなどが発生する場
合がありますので，日頃から水道メーターの点検や，朝一
番に汲んだ水道水のチェックなどを行いましょう。

　○給水装置とは・・・
　公道などに埋設された配水管から分岐してご家庭の
各じゃ口までの水道設備を総称して「給水装置」とい
います。給湯器なども給水装置に含まれます。

　○給水装置の維持管理はお客様ご自身で行ってください。
　ご家庭の給水装置はお客様の財産ですから，給水装
置の漏水修理や改造はお客様ご自身で行ってもらう必
要があります。「じゃ口の水が止まらなくなったので修
理して欲しい。」といったご要望を企業団にお寄せいた
だく場合がありますが，企業団ではこのようなご要望
にはお応えできません。
　給水装置の新設・改造・修理など，工事が必要な場
合はお近くの三芳水道企業団指定給水装置工事事業者
にご相談下さい。

　○給水装置の管理区分（下の図をご覧下さい。）
　給水装置のうち公道などに埋設されている部分につ
いては，管理上，設置完了後に三芳水道企業団に寄付
していただいています。また，公道からお客様の敷地
内に設置してある第一バルブ（止水栓）までは，三芳
水道企業団が維持管理を行いますが，第一バルブから
水道メーターを経て建物内のじゃ口まではお客様が維
持管理を行わなければなりません。

水道法が改正されました

臨時に窓口を開設します臨時に窓口を開設します

開　設　日
平成３１年３月２４日（日曜日） ８時３０分～１７時００分

上水道の使用開始・中止，料金の問合せ窓口業務
お客様サービスセンター　電話0470-25-7311

平成３１年３月３１日（日曜日）
平成３１年４月　７日（日曜日）

お客様の敷地お客様の敷地

お客様が
管理します

給水
管

配水
管（
本管
）

メーター
ボックス

企業団が
管理します

道路

第一バルブ

止水栓

水道メーター
（量水器）


